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◎公開可 

 9月 6日に第 8回、30日に第 9回の標記検討会が開催された。新たな地域医療構

想について、医療提供体制に関する総論的議論を行ってきたが、第 8回より各論の

議論に入り、入院医療および在宅医療がテーマとなった。入院医療では、高齢者救

急と救急・急性期および回復期・慢性期の入院医療、そして在宅医療について議論

した。救急・急性期の医療では「増加する高齢者救急についてのリハビリ、栄養管

理、口腔ケアの三位一体の取り組み等の必要性」「望まない搬送を避けるための ACP

の推進」などについて意見交換した。吉川常任理事は、医療機関の機能について

は、質の高い医療を 24 時間 365日提供できる医療機関の明確化と集約化が必要であ

ること、入院時から地域へ早期復帰を進めるには、受け皿となる訪問看護事業所、

看多機や介護施設等の連携体制の構築が必要であることを意見した。回復期・慢性

期の入院医療では、現在の病床機能報告の「高度急性期・急性期・回復期・慢性

期」の 4区分について、増加する高齢者の救急に対応するには、これまでの急性期

と回復期の機能を併せ持つことが重要となる観点から「回復期」についての名称や

定義を変更する案（具体名は示されず）および病床機能に加え、医療機関機能につ

いて報告を求める案が示された。在宅医療については、訪問看護の必要量の増加、

離島・へき地における DtoPwithN の有効性などが示され、吉川常任理事は医療と介

護の連携の視点から、医療機関と介護施設の連携強化、医療機関の施設内に看多機

設置の提案などの意見を述べた。（執筆：吉川常任理事） 
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